
桜井市下水道事業経営戦略に伴う
主要施策ロードマップ

令和７年３月作成



 経費回収率向上に向けて、経営戦略の見直しに併せて、下水道使用料の
在り方を検討し、一般会計部局と協議を行い、改定の有無を決定してい
きます。

１．経費回収率の向上に向けたロードマップ

　　　　　　 年度
項目

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

経営戦略計画期間

経営戦略改定作業 ※1 ※2

経営戦略改定 ※1 ※2

計画期間(※1)

計画期間(※2)

使用料の検討 ◎ ◎ ◎



 国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進
について」（令和２年７月２１日付け国水下企第３４号）を踏まえ、
経費回収率の向上に向けた業績目標を以下のとおり示します。

※ 令和１５年度に経費回収率が１００％を超えるように明記しているのは料金改定時期が未定であるためであり、

令和１５年まで料金改定を実施しないことを示唆することではなく、令和１５年までには料金改定を実施する

ことを示唆している。



 実施予定時期

令和６～１５年度の１０年間

 経費回収率の向上に係る取組

・水洗普及活動等により、水洗化率を向上させて下水道使用料の増収を図

ります。

・５年に１度の下水道使用料の料金見直しの検討を行う。

 業績目標

・将来の料金収入確保のため未普及対策事業を実施するが、下水道事業全

体計画エリアの縮小等を行い、収益性の低いエリアへの投資を抑制する。

・水洗化率を向上させて令和１５年度末において９５％以上とします。

・令和１５年度末までに下水道使用料の料金見直しを実施し、経費回収率

を１００％以上にします。



 経費回収率向上に向けた具体的な取組み

①下水道使用料については、５年に１度、経営戦略の進捗確認・改定を踏まえ、

検討します。

・次回検討時期 ：令和１１年度

・想定される効果：改定を行えば、経費回収率に直結し指標が向上する。

②水洗化率上昇に向け、戸別訪問を実施します。

・戸別訪問 ：未接続世帯に対し、水洗化の啓発を行う。

・想定される効果：この取り組みにより、人口減少に伴う使用料収入の減少幅

を抑制することを見込んでいる。

③汚水処理費の削減を行い、経費回収率100%を目指すと同時に、一般会計繰入金

の削減を目指します。

・下記ロードマップ参照



２．起債に伴う元金・利子償還に関するロードマップ

 下水道事業における元金・利子償還予定額は下記のとおりである。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（千円） 1,060,539  1,026,906  994,771     1,087,459  927,344     875,038     850,924     811,663     773,723     814,931     

元金 （千円） 964,336     933,847     904,276     998,766     838,993     791,258     769,694     732,983     697,743     741,524     

利子 （千円） 96,203       93,059       90,495       88,693       88,351       83,780       81,230       78,680       75,980       73,407       

元金・利子

起債に伴う元金・利子の償還(予定)
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 今後の方針

・起債借換を活用し、過去に高い利息で起債している企業債の借換を行う

ことでより低い利息に転換し、利息支払い額の低減を図る。

・起債繰上償還が可能であるなら、可能な範囲で実施し、利息支払い額の

低減を図る。

・資本費平準化債を活用し、起債元金償還額を平準化し、世代間の負担の

公平を図ることで、下水道使用料への急激な転嫁を抑えていく。

（起債に伴う元金・利子支払いが逓減していくことで、一般会計繰入金の

削減されていく。）

イメージ図



３．ストックマネジメント計画に伴う下水道施設の
点検・調査・改築・修繕に関するロードマップ

 下水道施設の点検・調査予定は下記のとおりである。



 下水道施設の点検・調査については、ストックマネジメント計画に定めた
基本方針に則り、随時実施していく。

 ストックマネジメント計画に定めた基本方針については、下記のとおりと
する。



 ストックマネジメント計画に定めた基本方針に基づく点検項目・調査項目
については、下記のとおりとする。



 下水道施設の改築・修繕予定は下記のとおりである。

ストックマネジメント計画については、５年から７年に１度のペースで見直しを

実施し、実行可能かつ下水道使用料への急激な転嫁のないように策定していく。

（維持管理費については、今後の管路更新に向けた点検・調査等に費用を要する

ことから横ばいとなり、費用の平準化を図る。）

・マンホールふた　：5,000千円/年
・マンホールポンプ：1～2基/年

 【設計委託費は改築年度の前年度に計上】

・管きょ：布設開始年から50年超過となる

　　　　　令和8年度より改築開始


